
様式第9

　豊島区長

届出者　住所

氏名

　 電話番号

建設工事の名称

建設工事の目的に係る施設又
は工作物の種類

特定建設作業の種類

特定建設作業に使用される騒
音規制法施行令別表第2に規定
する機械の名称、型式及び仕
様

特定建設作業の場所

作業開始 作業終了 実働時間

自　　８時 至　１７時 ８時間

騒音の防止の方法

(電話番号)

(電話番号)

(電話番号)

(電話番号)

※受理年月日

※審査結果

　　　　日を明示すること。

○○－○○○○－○○○○

豊島区○○4-42

特定建設作業の実施の期間
自　　　令和３年　　　１月　　１２日

至　　　令和３年　　　３月　　３１日
７９日間

○○○○ビル解体工事

ＲＣ造６階地下１階建て　店舗・事務所

さく岩機を使用する作業

ジャイアントブレーカー　○○製作所　○○型　１台
ハンドブレーカー　○○製作所　○○型　２台

　　 5　※印の欄には、記載しないこと。

届出者の現場責任者の氏名及
び連絡場所

○○建設株式会社　　　　所長　　○○　○○

特定建設作業の開始及び終了
の時刻

作業日

　　 6　用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

下請負人が特定建設作業を実
施する場合は、当該下請負人
の氏名又は名称及び住所並び
に法人にあってはその代表者
の氏名

○○区○○2-39-16
株式会社　○○工業　　　代表取締役　　○○　○○

下請負人が特定建設作業を実
施する場合は、当該下請負人
の現場責任者の氏名及び連絡
場所

株式会社　○○工業　　　○○　○○

　　 2　特定建設作業の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第2に掲げる作業の種類を記載すること。
　　 3　特定建設作業の実施の期間の欄には、その期間中作業をしないこととしている日がある場合は、作業をしない

　　 4　特定建設作業の開始及び終了の時刻の欄の記載にあたっては、作業の開始時刻及び終了時刻並びに実働時間が
　　　　同じである日ごとにまとめてさしつかえない。

特定建設作業実施届出書

○○－○○○○－○○○○

○○－○○○○－○○○○

○○－○○○○－○○○○

○○区○○2-45-1

○○建設株式会社
代表取締役　　○○　○○

　特定建設作業を実施するので、騒音規制法第14条第1項(第2項)の規定により、次のとおり届け出ます。

備考 1　この届出書は、騒音規制法施行令別表第2に掲げる特定建設作業の種類ごとに提出すること。

日曜・休日を除く

○○－○○○○－○○○○

低騒音型機器を使用、防音パネル養生、
油圧圧砕機を併用、作業時間を最小限に控える

発注者の氏名又は名称及び住
所並びに法人にあってはその
代表者の氏名

○○区○○1-15-10
○○開発　株式会社　　　代表取締役　　○○　○○

令和　３年　　１月　　４日

（氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名）

添付書類

・案内図

・現場の図面

・工程表（特定建設作業の実施期間を明記すること）

※夜間・日曜・休日に特定建設作業を行う場合

・道路使用許可書又は協議書の写し、理由書、合意書類（協定書・同意書）など

添付書類の片方の省略

騒音規制法と振動規制法の両方が対象になる場合は、添付書類の片方を省略可能。

騒
提出部数：２部

備考2　騒音規制法施行令別表第2に掲げる作業の種類
　　・くい打機、くい抜機を使用する作業
　　・びょう打機を使用する作業
　　・さく岩機を使用する作業
　　・空気圧縮機を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く、
　　　電動機以外の原動機を用いるもので定格出力15kW以上）
　　・コンクリートプラント・アスファルトプラント
　　・バックホウ（低騒音型建設機械を除く、原動機の定格出力80kW以上）
　　・トラクターショベル（低騒音型建設機械を除く、原動機の定格出力70kW以上）
　　・ブルド一ザー（低騒音型建設機械を除く、原動機の定格出力40kW以上）

元請会社のみが特定建設作業を実施する場合は記入不要。
下請会社が複数ある場合は、連名や別紙により提出してもよい。

元請会社の
現場責任者

施主

日曜・休日、夜間工事は原則禁止
日曜・休日、夜間工事(道路工事)を行う場合は道路使用許可
申請書や道路工事等協議書等の写しを添付すること。
ただし連続して６日間を超えて作業しないこと。

区受理日の８日後から作業可能
（区で必要な書類を全て確認できた日から日曜・休日含む８日後）
○日間は作業期間の全日数
（日曜・休日含む）

特定建設作業の種類ごとに提出（備考1）
「さく岩機を使用する作業」と「空気圧縮機を使用する作業（さく岩機の動力
として使用する作業を除く）」等を実施する場合は、別々に届出が必要。
騒音規制法施行令別表第2に掲げる作業の種類を記入（備考2）

元請会社の代表者
　　・「建設リサイクル法」、「解体工事のお知らせ」の元請会社とあわせること。
　　・届出者は工事の契約上責任を負っているものでもよい。
　　　　（例　取締役支店長、取締役本部長等）
代表者印は不要
電話番号を忘れずに記入すること

届出日または投函日


